
第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有するもの

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、10個人番号、11住民票コード、（外国人住民について）１２通

称、１３国籍、14在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 妊娠届を提出した妊婦

 本人、実施機関、配偶者や家族等代理者

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 母子健康手帳交付事務ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 妊娠届出により、母子健康手帳を交付する。母子健康手帳の交付のために住所を確認し、届出書により、

妊婦の状況を見ながら必要な支援につなげていくため。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号、7出産予定日・届出妊娠週数、8家族状

況、9健康状態、10傷病歴、11障害



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 保健指導・健康教室を希望する親子（妊婦・産婦、乳幼児とその保護者）

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 母子栄養健康づくり事務ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 妊娠・出産・育児に伴う母子の心身の異常を予防し、健康で豊かな生活を送るための正しい知識の普及を

図る。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6趣味・嗜好、7家族状況、8健康状態、9その他



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住所を有する妊産婦、乳幼児（新生児、低体重児含む）、障害児、小児慢性特定疾患等長期療養

児とその保護者

 本人、実施期間、国・地方公共団体、保護者、家族等、産科小児科、医療機関

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 母子保健訪問指導事務ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 母子の健康の保持増進のため、妊婦・産婦、乳幼児とその保護者へ訪問による指導助言、保健指導を行

う。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5本籍・国籍、6電話番号、7職業・職歴、8親族関係、9婚姻関

係、10家族状況、11居住状況、12続柄、13健康状態、14傷病歴、15障害、16身体特性、17性格・性質



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 4か月児、7か月児、10か月児、1歳6か月児、3歳6か月児、その他の乳幼児

 本人、実施機関

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 乳幼児健康診査事務ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 乳幼児健康診査に係る対象者管理と指導等を行う。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、4住所、５本籍・国籍、６電話番号、７識別番号、8職業・職歴、９

親族関係、１０婚姻歴、１１家族状況、１２居住状況、１３続柄、１４健康状態、１５傷病歴、１７身体

特性、１８性格・性質



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 生後2か月の乳児がいる家庭

 実施機関、保護者

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 乳児家庭全戸訪問保健指導事務ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 乳児家庭・要支援家庭を対象に保健師等の専門職が保健指導を行う。

１氏名、２性別、３生年月日・年齢、４住所、５電話番号、６親族関係、７家族状況、８居住状況、９続

柄、１０健康状態、１１傷病歴、１２障害、１３身体特性、１４性格・性質



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 窓口および電話で相談のあった65歳以上の長崎市民

 本人、家族等、実施機関

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 高齢者に関する総合相談受付事務ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 地域の高齢者の在宅生活などに関する相談をうけ、様々なサービスや関係機関または制度の利用に繋げる

よう支援し、記録する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6親族関係、7公的扶助、８家族状況、9健康状態、

10傷病歴、11障害、12身体特性、13性格・性質、14主張・意見



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 65歳以上の方

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 生涯元気事業ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 地域において運動を中心に介護予防に関する具体的な実施方法を紹介する機会を提供し、高齢者が地域の

仲間と共に自ら健康づくりに取り組み、長く元気で生活できるよう支援を行う。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6趣味・嗜好、7健康状態、8既往歴、9緊急連絡先



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 安心カード申し込み書を提出したと者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町１１１番地１

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 安心カード事業ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 一人暮らし高齢者と避難行動要支援者に対して、個人の健康情報や緊急時の連絡先を記入したカードと容

器を支給する。記入したカードは容器に入れて冷蔵庫に保管しておき、緊急搬送等に備える。

１氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５健康状態、６障害、７緊急連絡先



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 地域支援事業利用申請書等を提出した者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 長崎市地域支援事業ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 地域支援事業利用申請書等を受理した後、内容審査を行い、決定通知書等を申請者に、実施依頼書等を委

託事業者へ送付する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6趣味・嗜好、7公的扶助、8家族状況、9居住状

況、10続柄、11緊急連絡先、12健康状態、13傷病歴、14障害、15身体特性、16性格・性質、17生活状況、

18課税の有無、19主張・意見、20親族関係、21その他



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 居宅サービス計画作成依頼届出書を提出した被保険者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 居宅サービス計画作成依頼届出管理事務ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 居宅サービス計画作成依頼届出書を受理した後に、システム端末へ入力を行う。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 避難行動要支援者名簿に登録されている者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 高齢者に関する避難行動支援事務ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 支援体制作りに役立てるため、避難行動要支援者名簿を自治会長等に提供する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6親族関係、7家族状況、8居宅状況、9続柄、10障

害、11身体特性、12かかりつけ医・かかりつけ薬局、13居宅介護支援事業所、14避難場所、15避難支援

者、16避難方法



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市民

 本人、家族

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 栄養相談事務ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 栄養相談に係る栄養指導結果等を記録する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6職業・職歴、7趣味・嗜好、8家族状況、9居住状

況、10健康状態、11傷病歴、12障害、13身体特性、14主張・意見



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市民で健康教室等の対象者及び参加申込みのあった者

 本人、家族、国民健康保険課、健康づくり課

 含む

 国民健康保険課、健康づくり課

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 健康教育に関する事務ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 事業の案内及び参加状況の記録、健康相談内容の記録、事業評価、分 析、統計

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6職業・職歴、7趣味・嗜好、8家族状況、9居住状

況、10健康状態、11傷病歴、12障害、13身体特性、14性格・性質



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 40歳以上で健診結果により保健指導が必要な者

 本人、家族、国民健康保険課、健康づくり課

 含む

 国民健康保険課、健康づくり課

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 健康相談事務（重点健康相談）ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 健診後の保健指導、事業評価、分析、統計

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6職業・職歴、7趣味・嗜好、8家族状況、9居住状

況、10健康状態、11傷病歴、12障害、13身体特性



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市民で健康に関する相談があった者

 本人、家族

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 健康相談事務（総合健康相談）ファイル

 長崎市長

 南総合事務所地域福祉課

 健診相談内容の記録、事業評価、分析、統計

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6職業・職歴、7趣味・嗜好、8家族状況、9居住状

況、10健康状態、11傷病歴、12障害、13身体特性



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 固定資産税及び都市計画税の情報と紐づく納税義務者で、住民記録システムで管理される住登者及び税系

システムで管理される住登外者

 本人、代理人、実施機関内の他部署、国、県、地方公共団体、民間事業者

 含まない

 国、県、地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 固定資産課税台帳事務事務ファイル

 長崎市長

 理財部資産税課

 資産税関係証明交付事務のために利用する。

所有者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人番号、７送付先住所、８送付先氏名、

９登記地目、１０課税地目、１１地番、１２課税標準額、１３登記地積、１４課税地積、１５評価額、１

６課税額、１７床面積、１８構造納税義務者１氏名、２住所、３生年月日、４性別、５宛名番号、６個人

番号、７送付先住所、８送付先氏名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住民基本台帳カード交付等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳カードの運用が円滑に図られるため。

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６返納（廃止）理由



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 総務省

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 個人番号カード交付事務ファイル

 長崎市長

 市民生活部住民情報課

 市民へ個人番号カードを交付するため、市民の個人番号カード利用が円滑に行われるため

１氏名、２性別、３生年月日、4住所、５個人番号カード交付申請書発行依頼の内容、６個人番号カード申

請状況確認依頼の内容、７電子証明書新規発行及び更新申請の内容、８個人番号カード及び電子証明書暗

証番号変更並びに再設定および照合番号のロック解除申請の内容、９通知カード紛失及び返納届の内容、

１０届出人の本人確認書類



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとする もの

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために 利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実 施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交 付するために利用する。

1証明書番号、2交付年月日、3証明対象の方の氏名、4住居表示・町界町名実施内容、5根拠法令、6申請者

氏名、7申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利 用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在 留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、10代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有するもの

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたも の

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事 務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、10個人番号、11住民票コード、（外国人住民について）１２通

称、１３国籍、14在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村か らの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のため に利用する。

１戸籍の表示（本籍・筆頭者）、２氏名、３生年月日、４性別、５住所、６住定日、７住民票コード、８

国外転出者である旨（国名又は地域名）、９転出予定年月日、１０在外選挙人名簿登録市区町村名、１１

在外投票人名簿登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又 は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する 。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 総務省

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所土井首地域センター

（所在地）〒850-0982　 長崎市柳田町45番地3

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 個人番号カード交付事務ファイル

 長崎市長

 市民生活部住民情報課

 市民へ個人番号カードを交付するため、市民の個人番号カード利用が円滑に行われるため

１氏名、２性別、３生年月日、4住所、５個人番号カード交付申請書発行依頼の内容、６個人番号カード申

請状況確認依頼の内容、７電子証明書新規発行及び更新申請の内容、８個人番号カード及び電子証明書暗

証番号変更並びに再設定および照合番号のロック解除申請の内容、９通知カード紛失及び返納届の内容、

１０届出人の本人確認書類



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者のうち該当する者

 地方検察庁や保護観察所、刑務所、地方法務局、他自治体等からの通知

 含む

 他市区町村、検察庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 民刑事項管理事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 犯罪人、成年被後見人、破産者名簿の調製及び管理のために利用する 。

１氏名、２生年月日、３本籍、４筆頭者氏名、５住所、６罪名、７刑名・刑期・金額、８裁判・確定日、

９裁判所名・未決勾留期間、10刑執行状況等の通知、11刑の消滅日、12続柄　13配偶者区分、14住所、15

住定日、16成年被後見人名簿（裁判所名、事件番号、登記年月日）、17禁治産者名簿・準禁治産名簿（宣

告年月日、確定年月日、宣告裁判所名）、18破産者名簿（事件番号、宣告年月日、確定年月日、宣告裁判

所名）



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとする もの

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実 施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交 付するために利用する。

1証明書番号、2交付年月日、3証明対象の方の氏名、4住居表示・町界町名実施内容、5根拠法令、6申請者

氏名、7申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、10代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

1戸籍の表示（本籍・筆頭者）、2氏名、3生年月日、4性別、5住所、6住定日、7住民票コード、8国外転出

者である旨（国名又は地域名）、9転出予定年月日、10在外選挙人名簿登録市区町村名、11在外投票人名簿

登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所深堀地域センター

（所在地）〒851-0301　 長崎県長崎市深堀町5丁目182番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとするもの

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所香焼地域センター

（所在地）〒851-0310　 長崎県長崎市香焼町1070番地32

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所香焼地域センター

（所在地）〒851-0310　 長崎県長崎市香焼町1070番地32

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交付するために利用する。

1証明書番号、2交付年月日、3証明対象の方の氏名、4住居表示・町界町名実施内容、5根拠法令、6申請者

氏名、7申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所香焼地域センター

（所在地）〒851-0310　 長崎県長崎市香焼町1070番地32

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所香焼地域センター

（所在地）〒851-0310　 長崎県長崎市香焼町1070番地32

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、10代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所香焼地域センター

（所在地）〒851-0310　 長崎県長崎市香焼町1070番地32

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有するもの

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所香焼地域センター

（所在地）〒851-0310　 長崎県長崎市香焼町1070番地32

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、10個人番号、11住民票コード、（外国人住民について）１２通

称、１３国籍、14在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所香焼地域センター

（所在地）〒851-0310　 長崎県長崎市香焼町1070番地32

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

1戸籍の表示（本籍・筆頭者）、2氏名、3生年月日、4性別、5住所、6住定日、7住民票コード、8国外転出

者である旨（国名又は地域名）、9転出予定年月日、10在外選挙人名簿登録市区町村名、11在外投票人名簿

登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所香焼地域センター

（所在地）〒851-0310　 長崎県長崎市香焼町1070番地32

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとする もの

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所伊王島地域センター

（所在地）〒851-1201　 長崎県長崎市伊王島町１丁目甲３２７１番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実 施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所伊王島地域センター

（所在地）〒851-1201　 長崎県長崎市伊王島町１丁目甲３２７１番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交 付するために利用する。

1証明書番号、2交付年月日、3証明対象の方の氏名、4住居表示・町界町名実施内容、5根拠法令、6申請者

氏名、7申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所伊王島地域センター

（所在地）〒851-1201　 長崎県長崎市伊王島町１丁目３２７１番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所伊王島地域センター

（所在地）〒851-1201　 長崎県長崎市伊王島町１丁目甲３２７１番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、10代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所伊王島地域センター

（所在地）〒851-1201　 長崎県長崎市伊王島町１丁目甲３２７１番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有するもの

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所伊王島地域センター

（所在地）〒851-1201　 長崎県長崎市伊王島町１丁目甲３２７１番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、10個人番号、11住民票コード、（外国人住民について）１２通

称、１３国籍、14在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所伊王島地域センター

（所在地）〒851-1201　 長崎県長崎市伊王島町１丁目甲３２７１番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

1戸籍の表示（本籍・筆頭者）、2氏名、3生年月日、4性別、5住所、6住定日、7住民票コード、8国外転出

者である旨（国名又は地域名）、9転出予定年月日、10在外選挙人名簿登録市区町村名、11在外投票人名簿

登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所伊王島地域センター

（所在地）〒851-1201　 長崎県長崎市伊王島町１丁目甲３２７１

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとする もの

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央地域総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実 施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央地域総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交 付するために利用する。

1証明書番号、2交付年月日、3証明対象の方の氏名、4住居表示・町界町名実施内容、5根拠法令、6申請者

氏名、7申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、10代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有するもの

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、10個人番号、11住民票コード、（外国人住民について）１２通

称、１３国籍、14在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

1戸籍の表示（本籍・筆頭者）、2氏名、3生年月日、4性別、5住所、6住定日、7住民票コード、8国外転出

者である旨（国名又は地域名）、9転出予定年月日、10在外選挙人名簿登録市区町村名、11在外投票人名簿

登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町4番1号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 放置物件処理状況放置バイク等の所有者への通知について（伺）

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域整備課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 放置自転車等撤去指導事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 道路を不法に占用している放置自転車等の所有者を調査し、道路法に基づき撤去指導を行うため

1氏名、2住所、3電話番号、4その他



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 申請書、許可書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所高島地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 ふれあい掲示板の設置運営に関する事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 掲示申込受付、許可、管理

1氏名、2住所、3電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 高島地区見守り対象者名簿

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 高島町内の見守りを必要とする６５歳以上の高齢者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 高島地区高齢者見守りネットワーク事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 ネットワークの構成員が見守りを必要とする高齢者の情報を把握することで、緊急時の迅速な対応等、見

守り活動や支援を行う

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4電話番号、5健康状態、6傷病歴、7その他



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 生活保護者台帳保護開始・廃止通知書（写し）

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 高島町内の生活保護受給者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 診療依頼書交付事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 生活保護者に対して診療依頼書を交付する

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6識別番号、7続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 使送簿（地域福祉課）生活保護面接相談業務用使送簿

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 生活保護者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所地域福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 生活保護事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 生活福祉課に係る事務を円滑に処理するため

1氏名、2住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 文書使送簿（拡大地域支援室）使送簿（援護課）

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 原子爆弾被爆者援護事務に係る対象者及び被爆体験者精神影響等調査研究事業実施要綱に基づく対象者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 原爆被爆対策部援護課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 原子爆弾被爆者援護事務に係る書類の送付及び収受事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 援護課及び拡大地域支援室に係る事務を円滑に処理するため

1氏名、2住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 相談記録（個人、老人ホーム、生活支援ハウス）

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 ６５歳以上の高齢者

 本人、本人以外、実施機関内

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 福祉部高齢者すこやか支援課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 高齢者福祉事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 高齢者の福祉、保健の相談を行うため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6家族状況、7居住状況、8健康状態、9傷病歴、10

障害、11身体特性



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 福祉医療費受給者証再交付申請書福祉医療費受給者等変更届

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 重度・中度心身障害者，乳幼児、母子家庭の母子、父母のいない子及び寡婦

 本人、本人以外、実施機関内

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 福祉部障害福祉課　　こども部子ども政策課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 福祉医療事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 受給者証の変更届受理及び再発行を行うため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5家族状況、6続柄、7障害



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 身体障害者手帳再交付申請書身体障害者手帳居住地変更届療育手帳再交付申請書療育手帳記載事項変更届

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 身体障害者手帳、療育手帳所持者

 本人、本人以外、その他

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 福祉部障害福祉課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 身体障害者手帳、療育手帳に関する事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 身体障害者手帳、療育手帳の再交付申請受付、再交付に関すること

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6障害



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考
介護保険受給資格証明書、介護保険資格証、介護保険被保険者証等再交付申請書介護保険料納付確認申請

書、要介護認定訪問調査依頼書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 要介護認定調査及び転出者、転入者の資格者証の発行、被保険者証の修正、回収、再発行を申請する者

 本人、本人以外、国・地方公共団体

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 福祉部介護保険課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 介護保険事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 要介護認定調査・資格の認定・保険料に係る諸証明に関すること

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6その他



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考
市税証明申請書、所得・課税証明書、納税証明書、完納証明書、（資産税関係証明書・名寄せ帳の写）交

付申請書、未所有証明書、登録事項証明書、課税額証明書、公課証、名寄せ帳の写

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市・県民税、国民健康保険税、固定資産税等の納税義務者及び代理申請者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 理財部収納課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 税務証明事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 市税等に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 転入学届

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 学齢児童、生徒がいる世帯で住所変更をした者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 学齢児童、生徒に係る転入学届の交付事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 住所変更に伴う学齢児童、生徒の転入学の通知をするため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5居住状況、6続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 死体埋火葬許可申請書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 死亡者及び申請者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 死体の埋葬及び火葬の許可書発行事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 死亡届に基づき、埋葬、火葬についての許可をするため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5本籍・国籍



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 身元証明申請書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 成年被後見人、禁治産者、準禁治産者、破産者、証明書申請者

 本人以外

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 中央総合事務所中央地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 身元証明事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 地方自治法第13条の２で規定する身分証明事務に資するため

1氏名、2生年月日・年齢、3住所、4本籍・国籍



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考
電子証明書新規発行/更新申請書パスワード変更・パスワード初期化・パスワードロック解除・鍵ペア・電

子証明書消去申請書電子証明書失効申請/秘密鍵漏えい等届出書/等受理通知書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 電子証明書関係の申請書を提出した者

 本人

 含む

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 市民生活部住民情報課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 公的個人認証サービス事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律に基づく電子証明書の発行を行うため

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5電話番号、6その他



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 使送簿

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住所を有する被保険者、年金受給権者、裁定請求者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所高島地域センター

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 使送簿管理事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 資格・免除等・年金裁定請求書などの受理、審査

1氏名、2住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 救急船利用許可申請書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 利用を希望する者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 市民健康部地域保健課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 救急船利用許可申請受付事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 遺体を搬送する目的等に利用するため

1氏名、2住所、3電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 長崎市高島火葬場霊きゅう自動車利用申込書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 利用を希望する者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 市民生活部もみじ谷葬祭場

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 長崎市高島火葬場霊きゅう自動車利用申込受付事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 高島町の区域内における霊きゅう自動車による遺体の運送

1氏名、2住所、3その他



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 法定外公共物占用等（変更）許可新聖書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請書を提出した者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 準用河川、都市下水路及び法定外公共物（水路）の管理ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 上記の接続、工事、占用受付、教会境界立会等を行うため、申請書を受理し、立ち合い結果を保存するた

め

1氏名、2住所、3電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 境界立会申請書境界確認申請書境界確認書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請書を提出した者

 本人、本人以外、国・地方公共団体

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 法定外公共物の維持管理ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 境界立会、占用等許可、不法占有調査

1氏名、2住所、3電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 道路占用許可申請・協議書　道路占用許可・回答書道路占用許可標識

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請書を提出した者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市道の占用許可事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 市道の占用申請に基づく許可

1氏名、2住所、3電話番号、4識別番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 市道側溝使用承諾申請書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請書を提出した者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市道側溝使用承諾事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 市道及び市道側溝へ新たに市道を接道及び排水を接続するにあたり、申請者からの申請を受理した後、申

請内容の審査を行い、結果を申請者に通知するため。

1指名、2住所、3電話番号、4識別番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 道路工事施工承認申請書

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 申請書を提出した者

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 道路工事施工了承事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 道路管理者以外の者が行う道路工事について、道路法第２４条に基づき承認するにあたり、施工者からの

申請を受理した後、申請内容の審査を行い、結果を申請者に通知するため

1指名、2住所、3電話番号、4識別番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考
都市公園内行為許可、変更許可、申請書都市公園内広告物撤去許可、、変更許可、申請書有料公園施設利

用許可申請書、許可書都市公園占用許可申請書都市公園使用料減免申請書、

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 使用許可申請書を提出した者

 本人、本人以外、国・地方公共団体

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 土木部土木総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 公園の使用許可等に関する事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 公園の行為許可申請、有料公園施設の利用申請、占用許可申請の受付及び許可をする

1指名、2住所、3電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 諸証明書交付申請書　委任状

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 交付申請書を提出した者

 本人、本人以外、国・地方公共団体

 含まない

 国・地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 建築部建築総務課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市営住宅の管理に関する事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 家賃証明等の発行

1指名、2住所、3電話番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 港湾施設（泊地）使用許可申請書、誓約書、船舶検査証

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 使用許可申請書を提出した者

 本人

 含まない

 国・地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） まちづくり部都市計画課

（所在地）〒850-8685　 長崎県長崎市魚の町４番１号

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 プレジャーボート・漁船その他船舶の使用許可に関する事務ファイル

 長崎市長

 高島地域センター

 長崎県管理港湾の使用申請に基づく許可をする

1指名、2住所、3電話番号　4識別番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとする もの

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所野母崎地域センター

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町1665番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実 施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所野母崎地域センター

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町1665番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交 付するために利用する。

1証明書番号、2交付年月日、3証明対象の方の氏名、4住居表示・町界町名実施内容、5根拠法令、6申請者

氏名、7申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所野母崎地域センター

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町1665番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所野母崎地域センター

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町1665番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、10代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所野母崎地域センター

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町1665番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有するもの

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所野母崎地域センター

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町1665番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、10個人番号、11住民票コード、（外国人住民について）１２通

称、１３国籍、14在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村からの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所野母崎地域センター

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市野母町1665番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のために利用する。

1戸籍の表示（本籍・筆頭者）、2氏名、3生年月日、4性別、5住所、6住定日、7住民票コード、8国外転出

者である旨（国名又は地域名）、9転出予定年月日、10在外選挙人名簿登録市区町村名、11在外投票人名簿

登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 －

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所野母崎地域センター

（所在地）〒851-0505　 長崎県長崎市1665番地

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 固定資産税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部資産税課

 固定資産税に関する各種証明（評価額証明書、課税額証明書等）の発行を行うために利用する。

１氏名、２住所、3電話番号、４生年月日、５死亡日、６土地家屋種別、７町名、８丁目、９地番



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住民基本台帳カードに関する事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳カードの運用が円滑に図られるため。

１氏名、２性別、３生年月日、４住所、５電話番号、６返納（廃止）理由、７一時停止理由



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

□

□ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

■ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 本人、代理人

 本人

 含まない

 総務省

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 個人番号カードに関する事務ファイル

 長崎市長

 市民生活部住民情報課

 個人番号カードの運用が円滑に図られるため。

１氏名、２性別、３生年月日、4住所、５電話番号、６券面記載事項変更理由、７一時停止解除理由、８返

納理由



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 市営住宅入居者で、家賃証明・保管場所使用承諾書を申請しようとするもの

 本人

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の発行事務ファイル

 長崎市長

 建築部建築総務課

 市営住宅家賃証明書・保管場所使用承諾証明書等の交付を行うために利用する。

１氏名、２住所、３電話番号、４続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者

 住居表示実施及び町界町名変更の証明願を提出した者、住居表示実施及び町界町名変更の証明願の提出に

よる収集

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住居表示実施、町界町名変更に伴う証明事務ファイル

 長崎市長

 まちづくり部都市計画課

 住居表示実施及び町界町名変更の際の居住者情報により証明書を交付するために利用する。

1証明書番号、2交付年月日、3証明対象の方の氏名、4住居表示・町界町名実施内容、5根拠法令、6申請者

氏名、7申請者住所



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 納税義務者等

 納税義務者からの申請等

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 市税証明に関する事務ファイル

 長崎市長

 理財部収納課

 市税に関する各種証明書（所得・課税証明書等）の発行を行うために利 用する。

1氏名、2性別、3生年月日・年齢、4住所、5識別番号、6財産・収入、7納入状況、8親族関係、9家族状

況、10居住状況、11続柄



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 中長期在留者及び特別永住者

 本人から提出された申請書

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している地方公共団体及び出入国在留管理庁

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 中長期在留者居住地届出等事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 本邦に在留する外国人の居住関係を明確にして、在留外国人の公正な 管理に資するために利用する。

１国籍、２生年月日、３氏名、４性別、５在留カード番号、６現在の住居地、７現在の住居地を定めた

日、８前住居地、９代理人氏名、10代理人の本人との関係、１１代理人の住所、１２届出日



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に印鑑登録を有するもの

 本人から提出された申請書

 含まない

 ー

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 印鑑登録事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 印鑑登録台帳の記録及び管理を行うために利用する。

１印影、２登録番号、３登録年月日、４氏名、５生年月日、６住所、７非漢字圏の外国住民に係る片仮名

表記



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

■ 有 □ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に住民登録を有するもの

 本人から提出された届出書、市町村からの通知、職員が調査等をしたも の

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 住民基本台帳事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録その他の住民に関する事 務の処理の基礎にする等のために利用

する。

１氏名、２出生の年月日、３性別、４世帯主氏名、５世帯主との続柄、６戸籍の表示、７住民となった

日、８住所を定めた日、９従前の住所、10個人番号、11住民票コード、（外国人住民について）１２通

称、１３国籍、14在留資格、１５在留期間、１６在留カード等番号



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 長崎市または他市に本人から提出された住民異動届出書、市区町村か らの通知、職員が調査等をしたもの

 含まない

 住民記録台帳ネットワークに接合している国及び地方公共団体

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍附票事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 住民基本台帳法に基づく戸籍の附票の記録、管理、証明書交付のため に利用する。

1戸籍の表示（本籍・筆頭者）、2氏名、3生年月日、4性別、5住所、6住定日、7住民票コード、8国外転出

者である旨（国名又は地域名）、9転出予定年月日、10在外選挙人名簿登録市区町村名、11在外投票人名簿

登録市区町村名



第１号様式（第２条関係）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される

事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等

■

□ 有 ■ 無

備考 －

 ー

個人情報ファイルの種別

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル）

□ 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）
政令第21条第7項に該当するファイル

 長崎市に本籍を有する者

 届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書もしくは航海日誌の謄本又は裁判による

 含まない

 法務省、法務局、他市区町村

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地

（名称） 南総合事務所三和地域センター

（所在地）〒851-0403　 長崎県長崎市布巻町111番地1

                       個人情報ファイル簿

　　　　　　【単票】
 戸籍事務ファイル

 長崎市長

 中央総合事務所中央地域センター

 戸籍法に基づく戸籍の記録、管理及び証明書の交付のために利用する 。

１氏名、２出生の年月日、３戸籍に入った原因及び年月日、４実父母の氏名及び実父母との続柄、５養子

であるときは、養親の氏名及び養親との続柄、６夫婦については、夫又は妻である旨、７他の戸籍から

入った者については、その戸籍の表示、８本籍、９戸籍法施行規則第３０条第１号から第６号に掲げる事

項


